
 

 

 

 

 

 

 
 

 

（地域振興課） 
 

新築住宅奨励金終了のお知らせ 
 

町では、定住の促進と地域活性化のために、平成２２年度から町内に新築住

宅を建設または購入し、生活を始めた世帯に対して、新築住宅奨励金を支給

してきました。 

この奨励金の支給が今年度をもって終了となります。 

手続きの関係上、申請の受付は１月３１日で締め切りとなります。 

平成３１年３月３１日までに新築住宅を建設・購入され、登記が完了する方

が支給の対象となりますので、お早めに申請書をご提出ください。 

※２月１日から３月３１日までの期間に登記を完了する予定の方は、右記ま

でご連絡ください。 

 

 

（地域振興課） 
 

自社ホームページを作成しよう！ 

ミニセミナー参加者募集 
 

・自分の会社のホームページを作りたいけれど、 

創業したばかりであまり費用がかけられない･･･ 

・すでにホームページはあるけれど、サイトも古く、 

更新できていない。何とかしたい！ 

・自社で作ることもできるけれど、無料のツールを 

試してみたい！  

 

こんなお悩みをお持ちの方に向け、ホームページのセミナーを開催します。 

ホームページは専門知識がなくても作れます！少人数制のセミナーで、気軽

に学べ、講師にその場で質問・相談できますよ。 

この機会をお見逃しなく！ 

 

○と き １１月２０日（火）午後１時３０分から３時 

○ところ 役場西側 防災センター 

○対 象 中小企業・小規模事業者・個人の方 

○参加費 無料 

○定 員 先着６事業所 ※事前申込が必要です。 

○その他 セミナー終了後、午後３時から５時まで、ホームページ無料

個別相談会を実施します。 

 

 

 

 

回 

覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第１４号（平成３０年１０月１９日発行） ☎４３－２１１１ 

HP番号 ４168 

お問い合わせ先 

地域振興課 

地域振興係 

☎43-2111 

（内線 2254） 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

地域振興課 

商工振興係 

☎43-2111 

（内線 2255） 

 



（八百津蘇水園） 
 

蘇水園を一般開放します 
 

蘇水園では、１１月も当園の入所者と地域の交流をはかり、楽しいひととき

をすごしていただくことを目的として、ホーム喫茶とカラオケクラブを地域

に開放します。 

どなたでもお越しいただけますが、特に、ひとり暮らしの高齢者の方や高齢

のご夫婦の方々のご利用をお待ちしております。お気軽にお越しください。 
 

○と き ホーム喫茶  ･･･毎週火曜日 午後２時から３時 

  ※第１週のみ６日（火）から８日（木）に変更します。 

カラオケクラブ･･･１１月８日（木）午後１時から３時 

※都合により予告なく日時を変更する場合があります。 

○受 付 ホーム喫茶には、時間内であればご自由にお越しください。 

カラオケクラブは、前日までに電話・ファックスにてお申し

込みをお願いします。 

○交通手段 駐車場は台数に限りがあるため、乗り合わせてお越しいただ

くか、公共交通機関をご利用ください。 

※最寄りのバス停「コミュニティバス八百津大橋(南宮神社

前)」から徒歩 5 分 
 

 

（八百津町社会福祉協議会） 
 

毎週水曜日は･･･「くたみんカフェ」 
 

社会福祉協議会では、ボランティアの方にご協力いただき、毎週水曜

日に住民の方同士が交流する「くたみんカフェ」を地域の憩いの場・

くたみんで開設しています。 

コーヒー、紅茶などを準備していますので、どなたでもお気軽にお越

しください。 

４日間とも、午前１１時頃に食品などを積んだ移動販売車が来ます。 
 

○と き  １１月７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２８日（水） 

いずれも午前９時３０分から１１時３０分まで 

○ところ  くたみん（旧どんでん） 

      （八百津町久田見４５５６－５） 

○その他  参加費として１００円程度の寄付をお願いします。 

 

 

 
    

始まりました！高齢者インフルエンザ予防接種 
    

   ６５歳以上の方のインフルエンザによる重い合併症や死亡を予防するため、 

   １０月１５日（月）から高齢者インフルエンザ予防接種が始まりました。 

   予診票の配布・接種は、１２月２１日（金）までとなります。 

   インフルエンザの流行前に、早めの接種をおすすめしています。 

   詳しくは、保健センターへお問い合わせください。 

   （☎ 43-2111 内線 2561・2562） 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

養護老人ホーム 

八百津蘇水園 

（八百津町八百津 

2996-2） 

電話 43-0070 

FAX43-4352 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

☎43-4462 

 



（八百津町社会福祉協議会） 
 

いきいきシニア地域活動支援事業 

「生活支援ボランティア養成講座」 
 

これから迎える超高齢化社会では、元気な高齢者が、できる範囲で身近な地

域の高齢者などの日常生活を支援する活動が重要になってきます。 

そうした活動について学ぶ「生活支援ボランティア養成講座」が、下記のと

おり開催されます。関心がある方は、ぜひお気軽にお申し込みください。 
 

○と  き  １１月２２日（木）午前１０時５０分から午後３時５０分 

○と こ ろ  美濃加茂市総合福祉会館 

       （美濃加茂市新池町３－４－１） 

※会場までは、一緒に参加する本会職員が送迎します。 

○対  象  おおむね６０歳以上でボランティア活動に関心がある方 

○定  員  ７名（定員になりしだい締め切ります） 

○申込方法  右記までお電話でお申し込みください。（担当：平田） 

○主  催  岐阜県社会福祉協議会 

 

 

（建設業退職金共済事業本部） 
 

ごぞんじですか？建退共制度 
 

建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場で働く方の福祉の

増進と、建設業を営む中小企業の振興を目的に設立された退職金制度です。 

この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて、掛金となる共

済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたとき

に、建退共から退職金を支払うという、建設業界全体での退職金制度です。 

加入できる事業主：建設業を営む方 

対象となる労働者：建設業の現場で働く方 

掛金：日額３１０円 

★特徴 

・国の制度なので安全、確実、お申し込み手続きは簡単です。 

・経営事項審査で加点評価の対象となります。 

・掛金の一部を国が助成します。 

・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として

扱われ、税法上全額非課税となります。 

・事業主が変わっても、退職金は企業間を通算して計算されます。 

★建退共特例措置のお知らせ 

建退共では、地震などにより災害救助法が適用されたみなさまに対し、各

種手続の特例措置を実施しています。 

★建退共から事業主のみなさまにお願い 

・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて、適正に貼付してください。 

・「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引退す

るときは、忘れずに退職金を請求するようにご指導ください。 
 

詳しくは「建退共」ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

建設業退職金 

共済事業本部 

岐阜支部 

電話 058-276- 

3744 

ファ 

建退共 検 索 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

☎43-4462 

 



（中部電力(株)多治見営業所） 
 

停電情報はスマートフォンで確認 
 

中部電力では、スマートフォンに停電情報をお知らせするアプリ「きずなネ

ット」を運用しています。 

このアプリは停電情報をプッシュ通知でスマートフォンに受け取ることがで

きます。また、このアプリでは、停電情報のほかに、天気情報や地震・津波

情報、防災情報など、暮らしに役立つ便利な情報も配信します。この機会に

ぜひご利用ください。 
 

  ※スマートフォンでこちらの QR コードを読み取って、 

   「きずなネット」アプリを入手のうえ、希望する地域を 

登録してください。複数地の配信設定も可能です。 

 

 

（岐阜地方裁判所） 
 

裁判所ウェブサイトのご案内 
 

 

裁判所では、国民のみなさまに新しくできた制度や裁判手続を知っていただ

くために、毎月テーマを定めて、裁判所ウェブサイトでご案内しています。 

１１月のテーマは「裁判員制度～まもなく名簿記載通知を発送します！」で

す。ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国税庁ホームページでは、児童や生徒などが自ら税について学習できるように、租税の意義、

役割をわかりやすく解説した「税の学習コーナー」を提供しています。 

 税金に関するゲーム・クイズも掲載していますので、この機会に、ぜひご家族でご覧ください

。 

 

で 

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 
https://www.nta.go.jp/taxes/kids /index.htm 

  

 

お問い合わせ先 

中部電力(株) 

多治見営業所 

電話 0120- 

985-232 

裁判所ウェブサイト http://www.courts.go.jp/index.html 

お問い合わせ先 

岐阜地方裁判所 

事務局 総務課 

電話 058- 

262-5122 

検 索 税の学習コーナー 


